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９月から厚生年金の保険料率が、15.704％から16.058％に変更になります。この変更によって保険料率の内訳は下の表の通りになります。（基金の保険料率は異なります）健康保険料率・介護保険料率は変更ありません。
	
	事業主

負担
	本人負担
	合計

	厚生年金
	8.029%
	8.029%
	16.058%


　料率の変更以外算定によって保険料が変わる方もいらっしゃいますのでご注意ください。
労働者派遣とは、自社（派遣元）と他社（派遣先）が契約を交わし、自社（派遣元）の雇用する労働者を、雇用関係はそのままに、他社（派遣先）の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます。労働者と他社（派遣先）には、雇用関係は生じません。派遣を行うためには、労働局に届出※1を行ったり、許可※2を受ける必要があります。
※1自社の社員を他社に派遣する場合には届出が必要です。（特定派遣）
※2派遣元に常時雇用されていない労働者を他社に派遣する場合には許可が必要です。（一般派遣）
業務処理請負とは、自社（請負業者）が一定の業務処理を請負うことを他社（注文主）と契約し、この請負業務を遂行させるために、自社（請負業者）の雇用する労働者を他社（注文主）の事業場において、自社（請負業者）の指揮命令下に労働させることをいいます。業務処理請負には、届出や許可は必要ありません。
派遣と業務処理請負は、労働者を他社の指揮命令で働かせるか自社の指揮命令で働かせるかで区別しますが、現実にはその区別がはっきりしない場合もあり、請負のつもりが実は派遣を行っている（偽装請負）ということもありえます。
業務処理請負は、以下の４つの要件を全て満たす必要があります。
①作業の完成について事業主としての財政上および法律上のすべての責任を負うものであること。
②作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。

③作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。

④自ら提供する機械、設備、機材（業務上必要となる簡易な工具を除く）もしくはその作業に必要な材料、資材を使用し、または企画もしくは専門的な技術、経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
◆１人で業務処理請負として他社の事業所に行く場合、監督署から「一人で業務処理請負はできないでしょう」と言われたという話があります。一人で行ったからといって業務処理請負ではない、とは言えないのですが、作業者と管理責任者を別にして、業務処理請負に対する指示を発注者から管理責任者に行い、管理責任者が作業者に指示を行うという役割分担ができていれば偽装請負ということにはなりません。
期間を定めた雇用契約は、何度契約の更新があっても期間満了をもって終了するものであるというのが原則です。しかし裁判となると、契約期間満了での雇止めについて、以下の①～⑥などの事情を総合的に勘案し、雇止めを無効とする場合もあります。
①当該雇用の臨時性・常用性
　基幹業務に従事する者は雇止めを無効とされる可能性があります。
②契約更新の回数

　更新回数が多いと雇止めが無効とされる可能性が高まります。
③雇用の通算期間

　通算期間が1年未満の場合、雇止めが有効となることが多いようです。
④契約期間・更新手続などの管理の状況

　黙示の更新や形式的な更新手続は雇止めが無効とされる可能性が高まります。更新の都度個別面談の上、更新の有無を決定し、改めて雇用契約書を作成しておくのがよいでしょう。
⑤当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動・制度

　長期雇用を前提とした言動や制度があった場合、雇止めが無効とされる可能性があります。

⑥契約内容の合理性

　正社員と同一労働でありながら、不当に低い賃金や処遇となっている場合、労働者保護の意味で雇止めを無効とされる可能性があります。
Ｑ＆Ａなぜなにどうして？

Ｑ；労災保険は事故の原因が労働者の故意の犯罪行為や重大な過失による場合、給付制限がされるようですが、具体的にはどのようなことをした場合、どの程度支給制限されるのでしょうか？
Ａ； 労災保険法第12条の2第2項に「労働者が、故意の犯罪行為、若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」という規定があります。

　労働者に重大な過失があったかどうかの判断には、事故発生の直接の原因となった行為が法令（労働基準法、道路交通法など）上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合についてのみ適用されます。
　例を挙げると、飲酒運転や信号無視による交通事故などです。

支給制限の対象となる給付は、休業補償給付（傷病補償年金）及び障害補償給付で、支給のたびに所定給付額の30％が減額されます。障害補償年金については療養開始後3年以内に支給される分に限られます。
　療養補償給付（怪我の治療費）については支給制限がありません。
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期間雇用者の雇止めについて
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厚生年金保険料率の変更





労働者派遣と業務処理請負
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